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第1章  宮代町水道ビジョン２０２４の概要 

1. 策定の背景と目的 

町水道事業では、水道を使用する住民の方々へ安全で安心して飲める水を安定して給水するために、厚生
労働省より平成25年3月に策定・公表された『新水道ビジョン』を踏まえ、平成30年からの10年間における水
道事業の将来像を示した『宮代町新水道ビジョン』を平成30年3月に策定し、そこで示した基本計画に基づき
これまで事業を推進してきました。 

現ビジョンは、水道を取り巻く環境が大きく変化していることから、これまで国民の生活や経済活動を支えてき
た水道の恩恵を、今後も全ての国民が継続的に享受し続けることができるよう、50年、100年後の将来を見据
え、水道の理想像を明示するとともに、その理想像を具現化するため、今後、当面の間に取り組むべき事項、
方策を、「持続」「安全」「強靭」の観点から提示しています。 

現ビジョンの策定から約6年間が経過し、その間、全国的には人口減少等に伴う水需要の大幅な減少に加
え、施設の老朽化に伴う更新需要の増大、職員数の減少による人材の確保・育成が必要になっており、抜本
的な改革の検討が進められています。さらには、近年の物価高騰への対応や、積極的なデジタルの活用（DX）
と脱炭素化の推進が求められるなど、近年の水道事業を取り巻く社会・経済情勢の変化には著しいものがあり
ます。 

町水道事業においても、全国と同様に、将来的な人口減少や節水意識の向上等による水需要の減少によ
る給水収益の減少、水道の維持管理や施設の老朽化対策（更新、再構築）・災害対策など、取り組むべき
課題が山積しています。 

『宮代町水道ビジョン２０２４』は、このような背景を踏まえて、現状を分析・評価するとともに将来の見通し
を把握した上で、長期的視点に立った水道事業の理想像を掲げ、「持続」「安全」「強靭」の観点から、理想像
に向けた課題解決のための短期的目標を設定し、現実的・具体的な実現方策を策定するものです。本ビジョン
の実行により、お客様に安心で安定した給水を持続的に行うことを目指します。 
2. 位置付け 

本ビジョンの策定に当たっては、平成25年3月に策定された厚生労働省の『新水道ビジョン』、令和5年3月
に改定された『埼玉県水道整備基本構想～埼玉県水道ビジョン～』、及び令和3年3月に策定された第5次
宮代町総合計画を上位計画とし、これらとの整合を図りながら、アセットマネジメント1及び経営戦略2に基づく検
討を踏まえて策定します。 
3. 計画期間 

本ビジョンは、水需要をはじめとする諸条件の長期的な将来の見通しを把握した上で、50年先を見据えた
町水道事業の理想像を掲げ、令和6年度から令和15年度までの10年間に実施すべき現実的・具体的な
実現方策を策定するものです。 

                                         
1 アセットマネジメント 

資産管理のことです。厚生労働省では、平成21年7月に「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手
引き」を策定・公表しました。手引きでは、水道事業におけるアセットマネジメントを、「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事
業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管
理運営する体系化された実践活動を指す」と定義しています。 

2 経営戦略 
総務省が水道事業をはじめとする地方公営企業に策定を求めている中長期的な経営の基本計画のことです。水道事業は

住民の日常生活に欠くことのできない重要なサービスを提供する役割を果たしています。一方で、保有する資産の老朽化に伴
う大量更新期の到来や人口減少等に伴う料金収入の減少等により、経営環境は厳しさを増しており、不断の経営健全化の
取組が求められます。このような中、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続することが可能となるように「経営戦略」の
策定が求められています。 
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図 1-１ 本ビジョンの位置づけ 

 

 
図 1-２ 本ビジョンの計画期間 


